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こ のノ ート の使い方こ のノ ート の使い方

1

●  はじ めから 順番に書いていく 必要はあり ません。 また、 すべての内

容を 埋めて書く 必要も あり ません。書けると ころ から 少し ずつでも

書いてみましょ う 。

●  自分で書いていく こと が難し い場合は、あなたを支援する人と 一緒

に書いていきましょ う 。

2

●  被害にあったこと でさ まざまな困り ごと が出てきます。 あなたの利

用できる制度や相談窓口はいろいろあり ます。

●  まずはこのノ ート で困っていること を整理してみましょ う 。そしてノ ー

ト に書いてある窓口などに相談してみましょ う 。

3

●  支援にはさ まざまな機関が関わること になり ます。 こ れまでどのよ

う な支援を受けたのかを聞かれること があり ます。

●  いつ、 だれと 、 どのよう なやり 取り をし たのか、今後何をし なければ

なら ないのかを、 このノ ート に書いていきましょ う 。

4
●  あなたの大切なプラ イバシーがも れるリスク があり ます。

●  このノ ート をなく さ ないよう に気をつけましょ う 。 むやみに人に見せ

ないよう にし ましょ う 。

5
●  このノ ート に書ききれない場合は、 別のノ ート などに書きましょ う 。

●  受け取った資料もこのノ ート と 一緒に保管しておく といいですね。
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犯罪被害全般に関するこ と

性犯罪・ 性暴力に関するこ と

犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口
（ 公益社団法人被害者支援都民センタ ーと 協働で設置）

●  東京都は、 東京都公安委員会指定の「 犯罪被害者等早期援助団体」 である 被害

者支援都民センタ ーと 協働で相談窓口を 設置し ています。

●  こ こ では、次の相談・ 支援を 行っ ています。 見舞金の支給や転居費用の助成（ ５

ページ） のご相談も こ ちら です。

東京都性犯罪・ 性暴力被害者ワンスト ッ プ 支援センタ ー
　 ＜性暴力救援ダイヤル N a N a ＞

　（ 特定非営利活動法人性暴力救援センタ ー・ 東京（ S
サ ー ク

ARC 東京） と 協働で設置）

●  東京都は、 性被害の専門相談窓口と し て、 民間支援団体（ SARC 東京） と 協働

で相談窓口を設置し ています。

●  こ こ では、次の相談・ 支援を 行っ ています。警察への被害届についても ご相談く ださ い。

◆電話相談　 犯罪被害者支援を専門とする相談員が、 電話で相談を受け付けています。

◆面接相談　 電話相談のあと 必要に応じ て相談員が直接お会いし 、 相談に応じ ます。

　 　 　 　 　 　 また、 相談内容によって、 警察署・ 検察庁・ 裁判所等への付添い、 精神

科医・ 公認心理師等によるカウンセリングなどを行っています。

◆自助グループへの支援　 同じ よう な犯罪被害にあったご遺族が交流できる場所を提

供しています。

◆電話相談　 24 時間 365 日、 電話による相談を受け付けています。

　 　 　 　 　 　 また、 相談内容によって、 産婦人科や精神科等の医療機関の紹介、 警察・

医療機関等への付添いを行っています。

◆面接相談　 電話相談のあと 必要に応じ て支援員が直接お会いし 、 相談に応じます。

　 　 　 　 　 　 また、 相談内容によって、 精神科医・ 公認心理師等によるカウンセリ ン

グなどを行っています。

受付時間 （ 月 ･ 木 ･ 金） 9： 30 ～ 17： 30（ 火・ 水） 9： 30 ～ 19： 00

電話番号 03-3222-9050　 042-506-1042（ 多摩支所）

被害にあったと きに相談できる専門の窓口があり ます

まずはご相談く ださ い≪相談は無料です≫

受付時間 24 時間 365 日

電話番号 #
は や く ワ ン ス ト ッ プ

8 8 9 1 （ 全国共通フ リ ーダイ ヤル） または 0120-8891-77（ N TT ひかり 電話の場合）

性暴力救援ダイ ヤル N aN a 03-5577-3899
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その他の主な相談窓口

子供・ 保護者専用性被害相談ホット ラ イン

　 ☎ 0120-333-891（ 無料・ 東京都内から 発信すると き ）

　 ☎ 03-6811-0850（ 有料・ 東京都外から 発信すると き ）

LIN E 相談「 性被害相談窓口」
　 相談時間　 月・ 水・ 金・ 土（ 祝日・ 年末年始を除く ） 16： 00 ～ 22： 00

　 　 　 　 　 　 ※受付時間 21： 30 まで

　 　 　 　 　 　 ※令和８ 年３ 月 31 日までは 21： 0 0（ 受付時間は 20： 30 まで）

　 LIN E アカウント 　「 相談ほっと LIN E ＠東京」 ※ご利用には友達登録が必要です。

●  被害、 その捜査や身の安全、 犯罪被害給付制度に関すること

　 　 　 事件を担当する警察署に連絡しましょう

捜査・ 安全確保などに関するこ と

●  被害によって生じ た生活の困りごとを相談したいとき

　 　 　 お住まいの区市町村に相談しましょ う

各区市町村には、 被害にあったことで生じ るさまざまな生活の困りごとに関する相談を

受け付ける「 犯罪被害者等のための総合的対応窓口」 があり ます。 区市町村によって

窓口の名称や担当部署は異なりますので、 お住まいの区市町村の総合的対応窓口を探

してく ださ い。

日常生活に関するこ と

法テラス（ 日本司法支援センタ ー） は、 国によって設立さ れた法的ト ラブル解決のため

の総合案内を行う ところです。

● 弁護士に相談したいとき（ 被害者支援に精通した弁護士が対応します）

　 　 　 弁護士会犯罪被害者支援センタ ー（ 03-3581-6666）

　 　 　（ 犯罪被害に関する相談） ※弁護士が直接対応します

　 　 　 法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル（ 0120 -0
なく こ と ないよ

79714）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 Ｉ Ｐ 電話からは 03-6745-5601

東京弁護士会、 第一東京弁護士会、 第二東京弁護士会が共同で設置する電話相談窓口で

す。 電話相談のあと 必要に応じ て面接相談（ 最大１ 時間 30 分まで無料）も 行っ ています。

法律・ 裁判手続に関するこ と

≪区市町村の総合的対応窓口≫

　 二次元コ ード からアクセスし 、「 区市町村総合的対応窓口一覧」 を

　 クリッ クしてく ださ い。

3 3 ～ 47 ページ

「 利用できる窓口や制度」も

ご覧く ださ い。



5

【 東京都の犯罪被害者等のための主な支援制度】

見舞金の支給

犯罪被害にあっ た方などに見舞金を支給し ます。

　 ●遺族見舞金　 30 万円　 　 　 ●重傷病見舞金　 10 万円

●  殺人、 傷害などの犯罪（ 過失を 除く ） によ り 被害を 受けた方の遺族、 重傷

病と なっ た都民
●  重傷病の場合、 医療機関における治療に１ か月以上かつ入院３ 日以上
●  犯罪発生の日から １ 年以内に東京都に申し 出た

問合せ先
犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口

03-3222-9050　 042-506-1042（ 多摩支所）

転居費用の助成

犯罪被害により 今までの住居に住むこ と が困難と なっ た場合に、

転居等の費用を助成し ます。 ※引っ 越し 業者などへの支払い後に申請でき ます。

　 ●転居等の実費のう ち最大 30 万円まで

●  殺人、 傷害、 性犯罪などの犯罪により 被害を受けた都民、 同居し ていた遺族
●  自宅や自宅付近で被害を受け、 自宅に住み続けるこ と が困難になっ た
●  犯罪発生の日から １ 年以内に東京都に申し 出た

※不同意わいせつ罪、 不同意性交等罪、 監護者わいせつ及び監護者性交等罪等

の性犯罪被害の場合は、 被害場所に関わら ず対象になり ます（ 都内に限る）。

問合せ先
犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口

03-3222-9050　 042-506-1042（ 多摩支所）

無料法律相談

犯罪被害によっ て生じ る法律問題について、 弁護士が直接電話に

応対し 、 その後、 必要に応じ て面接による相談ができ ます。

　 ●面接相談： 最大１ 時間 30 分まで無料

●  令和２ 年４ 月１ 日以降に発生し た犯罪被害
●  犯罪被害を受けた都民やその親族
●  都内で発生し た犯罪による被害を受けた都内在勤または在学の方やその親族

問合せ先
03-3581-6666（ 弁護士会犯罪被害者支援センタ ー）

※制度について 03-5388-2589（ 東京都総務局被害者支援連携担当）

被害者参加制度における弁護士費用の助成

刑事裁判において被害者参加制度を利用する場合に、 弁護士費用

（ 着手金） を 助成し ます。 　 ※弁護士への支払い後に申請でき ます。

　 ●弁護士費用（ 着手金） のう ち最大 10 万円まで

●  令和３ 年４ 月１ 日以降に発生し た犯罪被害
●  都内で発生し た犯罪（ 過失を 除く ） による被害を 受けた都民やその親族で 、

被害者参加制度の許可を受けている方
●  国選被害者参加制度に該当せず、 東京都が定める資力要件を満たし ている

問合せ先
03-3581-6666（ 弁護士会犯罪被害者支援センタ ー）

※制度について 03-5388-2589（ 東京都総務局被害者支援連携担当）



6

メ モ


